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会 議 録 

会議の名称 第７回弥富市総合計画審議会 

開催日時 平成 30年 10月２日（火） 

開会：13時 30分 閉会：15時 00分 

開催場所 弥富市役所十四山支所 ３階 協議会室 

出席者および 

欠席者 

出席者：釜田公良（会長）、入江容子（職務代理者）、竹川常夫、八木輝美、

伊東信行、伊藤久幸、鬼頭由美子、戸谷酉次、佐藤仁志、東嶋とも

子、大西英一、本間士朗、鈴木篤、（順不同） 

欠席者：手嶋正章、林伸一、高瀬勝敏 

事務局：市長、副市長、教育長、総務部長、民生部長、開発部長、教育部長、

議会事務局長、秘書企画課職員３名、ランドブレイン㈱１名 

傍聴人：０名 

会議内容 １開会 

２あいさつ 

３報告事項 

（１）パブリックコメントの結果について 

４協議事項 

（１）第２次弥富市総合計画基本計画（案）について（継続） 

（２）答申（案）について 

５その他 

６閉会 

会議資料 次第 

配席図 

資料１ 第２次弥富市総合計画基本構想(案)に対するパブリックコメントの

実施結果 

資料２ 第２次弥富市総合計画基本計画(案)に対するパブリックコメントの

実施結果 

資料３ 第２次総合計画(案)の主な意見一覧 

資料４ 第２次弥富市総合計画基本構想(案) 

資料５ 第２次弥富市総合計画基本計画(案) 

資料６ 第２次弥富市総合計画について(答申)(案) 

資料７ 市民説明会のちらし 

発言者 会議の経過（議題・発言内容等） 

 

事務局（秘書

企画課長） 

１ 開会 

 只今より「第７回弥富市総合計画審議会」を開催させていただきます。本

日、司会を務めさせていただきます秘書企画課長の安井でございます。どう

ぞ、よろしくお願いいたします。本日は、高瀬委員、手嶋委員、林委員より

欠席の連絡を頂いておりますので、ご報告をさせていただきます。なお、本

日の会議時間は１時間 30分を予定しておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 審議に入ります前に、資料の確認をさせていただきます。先日郵送でお送

りした「次第」、「【資料１】第２次弥富市総合計画基本構想（案）に対するパ

ブリックコメントの実施結果」、「【資料２】第２次弥富市総合計画基本計画

（案）に対するパブリックコメントの実施結果」、「【資料３】第２次総合計画

（案）の主な意見一覧」、「【資料４】第２次弥富市総合計画基本構想（案）」、

「【資料５】第２次弥富市総合計画前期基本計画（案）」、「【資料６】答申（案）」

「【資料７】市民説明会のちらし」の以上です。配席図も置かせていただいて



2 

おります。資料は以上でございますが、不足等ございませんでしょうか。そ

れでは、当審議会は、弥富市総合計画審議会傍聴要領の規定によりまして会

議を公開とさせていただきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

（傍聴者無し） 

 早速ですが、次第に基づき進行させていただきます。「あいさつ」に移りま

す。はじめに服部市長よりご挨拶を申し上げます。 

 

 

服部市長 

 

２ あいさつ 

 改めまして、皆さんこんにちは。大変お忙しい中、第７回の弥富市総合計

画の審議会にご参集いただきまして、ありがとうございます。 

 今年は大変暑い夏という状況が続いておりまして、海水温が非常に高く台

風の発生につながっているという、皆さんご承知のとおりでございます。前

回の台風 21号は、この地域では、大変な停電をもたらしたわけですけれども、

電気、エネルギーの重要性というものをつくづく感じました。今回もそのよ

うなことを心配しながら、いわゆる各個人の電気に対する対応としては、乾

電池、あるいはラジオとなるわけでございます。あるいは、それぞれの公共

施設では、浄化センターであるとか、様々な形で排水機を運転しております。

電気が無ければ排水機も動かないということで、バッテリー、自家発電装置

での対応も必要になるので、そういった手配もさせていただきました。 

 その矢先に台風 25号ということで、来週ぐらいから、また心配していかな

ければならないということでございます。ご承知のように、この地域は先人

から水との戦いがありまして、海抜０（ゼロ）メートル、マイナスというこ

とで大変厳しい環境条件がございます。そういった所も、第２次総合計画で

はしっかり明示しながら、その対応ということも非常に大切なわけでござい

ます。防災・減災事業ということが、この地域では非常に大事になってまい

ります。しっかりと対応していきたいと思っております。 

 さて、本日は大変お忙しい中、第７回弥富市総合計画審議会にご出席賜り、

誠にありがとうございます。委員の皆さまには日頃から市政運営にご理解、

ご協力を賜り、厚く感謝申し上げます。ありがとうございます。委員の皆さ

ま方にはご協力いただきながら進めてまいりました、第２次弥富市総合計画

の策定もいよいよ大詰めとなってまいりました。第２次総合計画では「わた

しとみんなの未来計画」、「地域でつくる人・自然・文化の調和、輝く未来へ

繋ぐまち・弥富」を愛称にキャッチフレーズとさせていただき、計画の策定

にあたって、この言葉が示すとおり、行政だけでなく、市民の皆さまととも

につくり上げていきたいというふうに考えているところでございます。 

 去る 8月 10日から１カ月間実施いたしました基本構想（案）と基本計画（案）

に関わるパブリックコメントにおきましては、合わせて 13名の方から 105件

のご意見を頂きました。弥富市の 10年後、20年後といった将来の明るい未来

を市民の皆さまとともに考え、つくり上げていく中で、これだけ多くのご意

見やご提言を頂いたということに、この場を借りまして深く感謝を申し上げ

る次第でございます。 

 今回お示しいたします第２次総合計画基本計画（案）は、先般委員の皆さ

まから頂きましたご指摘やご意見、またパブリックコメントにおいて市民の

皆さまから頂きました多数のご意見に基づき、再度見直しを行い、修正を加

えさせていただいたものでございます。本日の審議会は、この基本計画（案）

に関わる最終的な調整の場となりますので、委員の皆さまには忌憚のないご

意見やご提言を賜りますよう、お願いを申し上げる次第でございます。 

 最後になりますが、10 月に入り朝晩と日中の寒暖差が大変激しくなってま

いりました。健康には十分ご留意いただきながら、私ども市政の発展に変わ

らぬご協力を重ねてお願い申し上げ、冒頭のあいさつに代えさせていただき
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ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局（秘書

企画課長） 

 ありがとうございました。続きまして、釜田会長、よろしくお願いいたし

ます。 

 

釜田会長  こんにちは。お忙しい中、皆さんお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。市長が先ほどおっしゃられたように、この第２次総合計画（案）

の策定もいよいよ大詰めということです。パブリックコメント及び前回の審

議会での委員の皆さまからのご意見を反映して、市のほうで再修正版を作成

していただきました。関係部署の方々には大変ご苦労さまでした。その修正

案を今日は審議していただくという事で、よろしくお願いいたします。 

 審議の結果、最終的に修正案が承認された場合には、一応、市長に答申す

る総合計画案が出来上がるということになります。本日はご審議のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

 

事務局（秘書

企画課長） 

 ありがとうございました。それでは、今後の進行につきましては釜田会長

の取り回しでお願いしたいと存じます。釜田会長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

 

釜田会長 

３ 報告事項 

（１）パブリックコメントの結果について 

それでは報告事項１、パブリックコメントの結果について事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局（横井）  それでは、パブリックコメントの結果につきまして、お手元にございます

資料１、資料２を使って簡単に説明をさせていただきます。去る 8月 10日か

ら９月 10日まで１ヶ月間、パブリックコメントの募集をいたしましたところ、

基本構想（案）につきましては 6名の方、提案件数としては 34件のご意見ご

提言を頂戴しております。只今より提出されましたご意見等と併せて、市の

考え方について説明させていただきます。本日は時間も限られておりますの

で、主な部分のみの紹介ということでご理解よろしくお願いいたします。 

 まず、資料１、１ページをご覧ください。表の中にナンバー、ご意見ご提

言の内容、市の考え方という見出しがあります。このナンバーにつきまして

は、今の１ページでご覧いただくと「１」としております。ここは１番目に

提出された方、受付番号１番というとこで、その右側にご意見ご提言の概要

に①、②とか③、これはこの１番目の方が出されたご意見だということと、

その方の件数分の番号となっております。 

 それでは、③番、基本構想（案）の８ページ、（２）安全・安心意識の高ま

りの記載中に、「政府が実施している国土強靱化計画、および愛知県が実施し

ている愛知県地域強靱化計画を記載してほしい」ということにつきまして、

その右側、市の考え方としましては、「ご意見を踏まえ国土強靱化の内容等に

ついて追記します」ということで、基本構想の資料４の８ページです。真中

あたり、（２）安全・安心の高まりという見出しの３行目です。後半で追加し

た部分が「政策的な国土や地域の強靱化が進められるとともに・・」という

ことで「強靱化」の文言をこちらへ追加させていただいております。 

 続いて３ページ、４ページをご覧ください。２番目のご意見ですけれども、

②番、基本構想 40ページの基本目標５ということで、少々読ませていただき

ます。「人口減少が予測される中、限られた予算で効率的な投資や運営を行う

ためにコンパクトシティの形成には賛成です。ですが、その方法として周辺

部を切り捨てるような方策はいかがなものかと思います。それよりも自然と
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中心部に人口が集まるような、魅力ある中心部をつくることが大切ではない

でしょうか。中心部に魅力があれば市内外から人が集まり、自然とコンパク

トシティが形成されるだけではなく、うまくすれば人口の増加も期待できま

す。弥富駅周辺は鉄道交通網の便が近隣市町の中でも特に優れているのです

が、如何せん道路が狭いため車の出入りが大変やりにくくなっています。弥

富市の発展のために、コンパクトシティ形成のためにも、中心市街地への集

中的な開発は最も効率が良く、最も効果が期待できる施策かと思います。」と

いうご提案に対しまして、市の考えとしまして、「当市では現在コンパクトシ

ティの実現を目指し、立地的制度計画を策定中です。この計画は人口密度を

維持し市街地の空洞化を防止するため、既存の施設を活用しつつ、地区の特

性に応じて長期的に居住および都市機能を誘導していくものです。都市のコ

ンパクト化は市民の暮らしの場を誘導していく政策であることから、数十年

にわたる息の長い取り組みが必要となりますが、将来にわたって持続可能な

まちづくりを目指しています。また弥富駅周辺の整備について、ＪＲ、名鉄

弥富駅の自由通路の整備により、鉄道施設による南北の地域分断を解消し、

交通結節点としての機能強化を図ってまいります。」という回答としておりま

す。 

 続きまして、その下、３番目のご意見です。構想の 23ページについてです

が、「ワークショップで上がった提案が基本計画の中でどう反映されているの

か分からない、分かるように基本計画で示されたい。」というご意見に対しま

して、市としましては、「本計画の策定にあたっては市民アンケートや中学生

アンケート（市民ニーズの動向）、市民ワークショップ、愛知大学法学部によ

る政策提言（市民協働の取組）を実施し、市民の皆さま等から多くのご意見

ご提案を頂いており、基本計画に示す取り組みの検討に活用させていただき

ました。なお、このご意見ご提言ごとに施策事業が個別対応しているもので

はございませんので、ご理解をお願いします。」ということにしております。 

 続いて資料１、４ページをご覧ください。一番下の段、③番です。41 ペー

ジに関連して、総合計画の進行管理の実施ということでご意見頂いています。

「弥富市まち・ひと・しごと創生総合戦略」では、本件と同様に「ＫＰＩを

設定し、進捗確認結果の報告がウェブにて公開されているが、チェックが浅

くアクションが読み取れない。当該年度の進捗という定量的な事実を述べら

れているが、それが予定通りなのか、遅れているのか、その改善策は何で、

翌年度以降にどう反映するのか、書かれていない。今回の総合計画において

もＫＰＩ、ＫＧＩ等をしっかり設定し、毎年度末の適切なタイミングで振り

返って、市民を巻き込んで分析と対策の検討を行い、結果を公表していただ

きたいが、前述の総合戦略のような形よりもっと踏み込んでいただきたい」

というご意見です。市としましては、「総合計画（基本計画）の進捗管理につ

きましては、今後、基本計画で示している「市民満足度」や「成果指標」を

基に行うものとしております。なお、第２次総合計画の進行管理につきまし

ては、庁内担当部署による評価だけでなく、市民や有識者など外部からの複

合的な視点を踏まえた評価システムによる評価を実施していきたいと考えて

おります。」というふうにしております。 

 次に資料１の５ページになります。④番です。14 ページ関連の、人口の流

出超過と、農・商業の停滞についてです。「金魚養殖の減少について触れられ

ているが、金魚については文鳥と同じ道をたどらないよう、文鳥衰退にどの

ような対策を打って失敗したのか分析して振り返り、金魚は衰退しないよう

にしたい。ＰＲすれば済むという簡単な話ではない。愛知大学の提案も一つ

と考えるが、法人化、事業化を行って、戦略的に筋肉質に立て直しをする時

期と考える。基本構想、基本計画において、より具体的に金魚養殖に対する

姿勢を打ち出してほしい。」ということで、市の考え方としましては、「地場
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産業である金魚の養殖については、弥富金魚漁業協同組合と連携して振興に

努めてまいります。金魚産業の法人化については、弥富金魚漁業協同組合や

生産者の意向等、多くの課題があると考えております。ご意見は今後の参考

とさせていただきます。」としております。 

 続きまして資料１の６ページをご覧ください。こちらも金魚の関連になり

ます。５番目、①番です。「金魚産業の法人化について、海外展開を視野に入

れた活動とは？結局のところ生産者や組合にそういった意識を感じられな

い。金魚組合の公式サイトもなく、『弥富金魚ブランド』展開していくという

意識づけが足りない。高齢化、後継者不足を理由にＩＣＴ導入を毛嫌いして

いる従事者の現状をサポートすることで、海外へのアプローチを行ってほし

い。弥富市と連携とは感じず、独立性が強い気がするので、外部からサポー

トを受け入れる体制づくりが必要。」ということで、市の考えとしましては、

「金魚産業の法人化や海外展開については、弥富漁業協同組合や生産者の意

向等、多くの課題があると考えています。ご意見は今後の参考とさせていた

だきます。」としております。 

 続きまして、資料１、７ページの⑥番、中段になります。34 ページです。

「形式収支がマイナスになる見込み、この現状をまずいと捉えている市職員

はどれだけいるのか（10年間の財政見通し、グラフ部分）。増加を図るべき想

定指標がマイナスにしかならない現状、市民のために動く行政であるにも関

わらず、自分の会社の現状を把握できていない方が多い気がします。財政危

機、財政破綻という言葉の重みをもっと感じて業務にあたっていただきた

い。」ということで、市の考え方としては、「今回基本構想の記載は現行どお

りとしますが、本市はこれまで以上に厳しい財政状況が続きますので、全庁

を挙げて行財政改革の必要性を共有し、各種事務事業を推進してまいりま

す。」としております。以上が、基本構想（案）に対する主な市の考え方でご

ざいます。 

 続きまして、資料２をお願いいたします。こちらは基本計画（案）に対す

るパブリックコメントということで、７名の方から、71 件のご意見等を頂戴

しております。こちらもかなりボリュームがありますので、主なご意見につ

いてご紹介させていただきたいと思います。 

 まず１ページです。１番目の④番、４ページ関連になります。「『施策目標

に対する市民満足度』欄は、以降のページにおいても矢印で向上を表示して

いるが、目標数値または『改善』と表示したほうが良いと思うが、どうか」

というご意見であります。市としましては、「『施策目標に対する市民満足度』

欄を数値目標とせず、目指す方向性として矢印表記としたことについては、

行政は市民満足度を 100％にすることが理想でありますが、現実的には難しい

ということから、仮にその数値目標を詳細に設定したとしても、その数値目

標そのものにあまり意味がないということを判断したためです。」としており

ます。 

 次に、３ページをご覧ください。２人目の方です。①番、７ページ関連で

す。消防団の充実についてです。「目標値では現団員数より増加しています。

団員減少傾向の中にあって素晴らしい目標と思います。具体的な施策は実施

計画の範疇になるかもしれませんが、もし具体策を考えているものがあれば

加筆を望みます。」ということで、市としましては、「少子高齢社会や就業構

造の変化等に伴い、本市においても消防団員確保は大きな課題となっており

ます。本市といたしましては、記載内容は修正いたしませんが、現在も春祭

り等の市の行事へ団員募集活動、広報やとみ、市ホームページ等で加入促進

を行ってまいりますので、今後も引き続き消防団が地域のために活躍してい

る状況を積極的にＰＲの上、加入促進を推進いたします。」としております。 
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 次に５ページをお願いいたします。中段より下の部分、⑦番です。78 ペー

ジ、79ページ関連でございます。「中期財政計画は市ホームページを見ると分

かりますが、まだ見ている人は少数と思います。『広報やとみ』に連載したり、

出前講座などを積極的に周知していくことの言及、加筆を望みます。」という

ことで、市としましては、「基本計画 92ページの施策目標７、『情報の共有』

の記載は現行どおりとしますが、広報やとみ、市ホームページ等にて財政状

況の『見える化』を積極的に図ってまいります。」と回答しております。 

 次に８ページをご覧ください。③の３ページ、（４）防災用拠点の整備につ

いてのご意見です。「市庁舎だけでなく、全ての公共施設に防災機能の向上を

図る計画を立てること。今後、公共施設の再配置を検討するにあたって、農

村多目的センターなどの既存施設や小学校の空き教室などを、防災コミュニ

ティーセンターに機能変換すること。」ということで、市の考え方としまして

は、「防災用拠点の整備についてご意見を頂きました。記載内容は現行どおり

ですが、ご意見のとおり各施設の防災機能を向上させることは本市といたし

ましても重要な課題だと考えておりますので、引き続き、できることから進

めてまいります。また平成 30・31年度に公共施設再配置計画を策定し、具体

的な施策の再編等が決まります。ご意見のとおり転用や廃止となった施設の

活用方法につきましては、また改めて市民の皆さまのご意見をお聞きする。」

とさせていただきます。 

 続きまして 11 ページ。中段より下になります。⑭番、43 ページ、（２）ス

ポーツ施設の整備・充実についてです。「今後のスポーツ施設の整備にあたっ

て、高齢者の健康づくりや認知症予防等も含めた総合的な施策を考慮して検

討すること。」ということで、市の考え方としましては、「高齢者の方の生き

がいと健康づくりを促進するため、ライフステージに応じて運動・スポーツ

ができる環境づくりを進めるなど、多方面から支援施策を検討したい。」とし

ております。 

 次に 13 ページをご覧ください。一番下になります。㉔番です。78 ページ、

「持続的な行財政運営の関連ですが、意欲的な職員の提案が生かされていま

せん。人材育成も重要ですが、職員の従来の組織を越えた提案を、コンペで

吸い上げることを制度化すること。」というご意見を頂いております。市の考

え方としましては、「本市では平成 26年度から職員提案制度を、平成 29年度

からは業務改善運動、通称Ｇ‐１グランプリを実施し、市民サービスの向上

や事務の効率化、人材育成につなげていることから、主要施策と概要欄に追

記いたしました。」としております。 

 続いて 14 ページご覧ください。４番目の方の①番、全体について。「各施

策目標において、市民等との共同における取り組みを考えているが、素晴ら

しい。施策によっては漠然とした内容のものがあるので、より具体的な内容

となると良い。」ということで、市としましては、「市民等との協働による取

り組みの記載につきましては、主要事業に具体的に掲げた事業を推進してい

くことで取り組んでまいります。」としています。 

 次に 15ページ中段です。６番目の一番下、（意見１）という所です。「厳し

い財政見通しの速やかな情報共有、（行政・市民・議会への見える化）を求め

る。基本構想 34ベージの 10年間の財政見通しによると、今後 10年間で単年

度赤字額が急激な増加傾向が見られる。単年度赤字は約 79億円から約 132億

円の 1.6 倍にもなるにもかかわらず、具体的な財政改善策が計画のどこにも

見受けられない。財政状況の悪化傾向に非常に強い危機感を覚える。基本計

画 78ページの持続的な行財政運営の今後の具体策の推進に期待する。その意

味で、基本計画 92ページの情報の共有については、広報的な良いことだけを

発信強化するのではなく、行政で発生している問題、課題、難しいことも分

かりやすく伝え、市民と一緒になって問題解決を図っていく姿勢があると良
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いと思う。」ということで、市としましては、「ご意見のとおり、本市はこれ

まで以上に厳しい財政状況が続きます。従いまして、基本計画 80ページに記

載してあります施策目標１「持続的な行財政運営」の主要施策を積極的に推

進してまいります。また基本計画、92 ページの施策目標７「情報の共有」の

記載は現行どおりとしますが、広報やとみ、市ホームページ等にて財政状況

の「見える化」を積極的に図ってまいります。」としております。 

 16ページをご覧ください。②番、（意見２）です。「基本計画 36ページの学

校教育の充実にあたって、学区割の抜本的な改革案を求める。」というご意見

です。市の考え方としましては、「現在、弥富市全体の公共施設再配置計画や、

長寿命化計画を策定しておりますので、その中で併せて検討してまいりま

す。」としております。 

 続きまして 18 ページ、19 ページをご覧ください。18 ページ、⑥番、一番

下のブロックです。意見６、計画 70 ページ、71 ページ。「公園緑地の充実に

ついて、既存施設の活用にも注力していただきたい。」ということで、市の考

え方としましては、「都市公園の管理については民間業者に公園管理委託し、

定期的な除草、剪定を実施しています。今後は、指定管理者制度等を活用し

た管理コストの軽減を検討していきます。愛知県が管理する弥富野鳥園の活

用施策については、今後も県と、調整しながら検討していきます。」としてお

ります。 

 続きまして 19 ページ、中段の⑧番、（意見８）、82 ページから 83 ページ。

「市民協働の推進において、市民団体同士の相互理解および連携を図れるよ

うに提言する。」というご意見でありますが、市の考え方としましては、「市

内で活動している市民団体が相互に理解し、連携が図れる仕組みづくりにつ

いてのご意見につきましては、昨年度初めて、地域づくり補助金交付団体を

対象に活動報告会を開催いたしました。目的は他の団体の活動内容を知るこ

とで、自分たちの活動の気付きに役立ててもらうことや、他団体の存在を知

ることで新たな連携等に結びつけることです。この報告会を今後も引き続き

開催することで、各市民団体の連携、協力、相互理解がより一層深まるもの

と考えています。また現在検討していますが、地域活動団体等の活動拠点施

設等を核として団体の交流を推進してまいります。」と回答させていただいて

おります。 

 続きまして 21ページをご覧ください。②番です。基本計画全体についてで

す。「基本構想６ページでは、基本計画が前期５年、後期５年と分ける構想が

記載されているが、基本計画（素案）を見ると、前期・後期の記載がなく、

基本構想と同じ 10 年を対象にして記載しているように読める。」ということ

です。市の考え方としましては、「この基本計画には前期・後期の記載がない

とのご意見ですが、基本構想の 10年と紛らわしさを防ぐため、前期という記

載を追加いたしました。」ということで、先ほどお配りした資料５の表紙につ

きまして、基本計画（案）の前に「前期」という言葉を追記させていただい

ております。 

 最後に 22ページをご覧ください。④番、56ページ、観光の振興についてで

す。「主要施策に記載のある、今までどおりの祭りやイベントの維持継続を行

い、既にある資源の PRをするという内容で、目指すべきまちの姿にあるよう

な多くの人が訪れる街になるとは思えない。現状、イベントは満足度が低く

8.6％。維持と PR だけではどうにもならない。観光やイベント開催、ＰＲで

成功している事例の研究や弥富市の印象・魅力のマーケティング調査をして、

現行イベントの改善や新規施策をこの基本計画にもっと具体的に真剣に検討

してほしい。歴史民俗資料館は『ぶんちゃん』で人気を起こし、愛西市の佐

屋高校が文鳥プロジェクトに取り組んで文鳥を大切にしている。文鳥農家は

減っているが、弥富市の商工観光は文鳥に触れないのでしょうか。」というこ
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とで、市の考え方としましては、「春祭りにおいて、イベント改善のために昨

年度からアンケート調査を行っております。また、文鳥については生産農家

が減少しているため、本計画には触れておりませんが、ご意見は今後の参考

とさせていただきます。」としております。 

 少々早口で恐縮ですが、基本構想（案）、基本計画（案）について市の考え

方を説明させていただきました。以上です。 

 

釜田会長  それでは今ご説明がありましたパブリックコメント結果について、ご質問、

ご意見等がございましたら、よろしくお願いします。 

この実施計画ですけれども、これは公表されるわけですか。 

 

事務局（横井）  はい。本日付けで公表しております。 

 

釜田会長  もう１点、コメントに対応する形で前期とつけました。これは、表紙に前

期基本計画があって前期とつけたというお話でしたが、ここだけで大丈夫で

すか。 

 

事務局（横井） そうですね。先生がおっしゃいます基本構想の中身にも影響しますので、

一度精査して、字句の修正をさせていただきます。 

 

釜田会長  その他ございませんでしょうか。それでは、ご意見も無いようですので、

次に進みたいと思います。 

 協議事項の第２次弥富市総合計画基本計画（案）についてということで、

最初に事務局より基本計画（案）の総括的な変更点を説明していただきまし

て、続いて施策目標ごとの変更点につきましては、総務部長さんより順に各

部長さんに説明をお願いしたいと思います。 

 

 

 

事務局（横井） 

４ 協議事項 

（１）第２次弥富市総合計画基本計画（案）について（継続） 

 頂戴しましたご意見に対する市の回答をさせていただきたいと思います。

資料をお出しいただきたいと思います。資料３「第２次総合計画（案）の主

な意見一覧（第６回審議会分）」というＡ４版、１枚のものと、資料５「前期

基本計画（案）」という冊子をご覧いただきながら説明させて頂きます。 

 まず資料３の№１です。関係部門として秘書企画課の対象項目は、計画の

見方ということで、資料５の表紙をめくっていただけますでしょうか。前回

の審議会で頂いたご意見としましては、ここの⑤番です。「成果指標の説明に

ついて、施策目標全てに成果指標がつくわけではないことが分かるようにす

べきではないか。」というご意見につきまして、「基本計画の見方」の右下の

吹き出しの所をご覧ください。施策目標に対する市民満足度と成果指標とい

う見出しの３行目、後半部分を追加しております。追加した部分は「また、

主要施策の成果を図る一要素として成果指標を設定しております。」という部

分と、この対角線、上側になるのですけども、吹き出しのところで、元々あ

ったのが「主要施策ごとに成果指標を設定しています。」としていたのですけ

れども、ここの３行目から、「主要施策の番号と成果指標は連動しておりま

す。」ということで、ここで主要施策と概要、成果指標を関連付けております。

その説明を追加させていただいております。秘書企画課は以上でございます。 

 

釜田会長  総務部長、お願いします。 

 

総務部長  総務部長の渡辺でございます。総務部所管の施策目標ごとの変更点につい
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て、説明させていただきます。資料３の第６回審議会分の主なご意見の一覧

の順に説明をさせていただきます。 

 表の№２、２段目の所からでございますけれども、資料５「前期基本計画

（案）」の６ページをお願いいたします。 

 現状課題の２）の記述中、海部南部消防組合につきましては、ページ下に

用語解説として、弥富市と飛島村で組織した一部事務組合である旨の解説を

付けさせていただきました。 

 次に、№３のご意見、７ページの成果指標でございますが、市の指標とし

て市内火災件数は厳しいのではないかとのご意見を頂きましたので、成果指

標の市内火災件数を削除いたしました。なお、ここで訂正を一つお願いいた

します。市内火災件数を削除した際に、成果指標の防災訓練を実施した自主

防災組織の数と、救命講師の受講者数の頭の括弧書きの番号も繰り上げてし

まいましたので、元のとおり、防災訓練を実施した自主防災組織の数は（４）、

救命講習の受講者数は（５）にご訂正をお願いいたします。この番号は主要

施策の括弧の番号と連動しております。申し訳ございませんでした。 

 次に、成果指標から市内火災件数を削除した関係で、６ページの現状課題

のグラフでございますが、前回案におきましては弥富市内の火災発生件数の

推移のグラフを掲載しておりましたが、併せて削除をしております。 

 次に№４のご意見、８ページの現状課題でございますが、弥富市の現状を

補足したほうがいいというご意見を頂きましたので、２）、３）、４）の部分

を修正または追記をさせていただきました。さらに現状課題のグラフでござ

いますが、前回案におきましては弥富市内交通事故発生の推移のグラフを掲

載しており、その内訳が死亡・重傷・軽傷の区分としておりましたが、現状

課題で高齢者の事故が多いと記載しております関係で、年齢別のグラフに変

更をさせていただきました。 

 次に№５のご意見でございます。９ページの指標についてですが、これも

市の指標として交通事故年間発生数は厳しいのではないかというご意見を頂

きましたので、成果指標から削除いたしました。代わりに防犯の指標として、

防犯カメラ設置台数を設定させていただきました。恐れ入りますが、防犯カ

メラ設置数の括弧書きの番号を（２）に訂正をお願いいたします。申し訳ご

ざいません。 

 また、成果指標の一番上段の安全防災メールの登録者数でございますが、

前回案では現状値 3,168、2023 年度が 3,300、2028 年度は 3,600 としており

ましたが、現状値が 4,100、2023 年度が 4,600、2028 年度は 4,800 と修正さ

せていただきました。 

 さらに上段の主要施策と概要の（３）交通安全に関する啓発等の推進の下

に（４）として、コミュニティ活動の利便性向上を追加させていただきまし

た。これは現状課題で補足させていただきました高齢ドライバーの交通事故

防止を図るため、運転免許証の自主返納の促進や、コミュニティバスの利便

性の向上を図るなど、外出の支援が必要との記載を追加したことによるもの

でございます。なお、この主要施策、コミュニティバスの利便性向上につき

ましては、65 ページの道路交通網の充実の主要施策にも再掲として記載して

ございます。 

 次に、ご意見の一覧の裏面をお願いいたします。一番上の№23 からお願い

いたします。計画は 65ページをお願いいたします。道路交通網の充実の主要

施策（３）コミュニティバスの充実の記載の中の、より効果的な運行体制と

は具体的にどういうことか。また、ご意見の№24、（３）コミュニティバスの

充実というタイトルの見直しについてのご意見を頂きました。これは防犯交

通安全対策の充実の施策目標の中でも記載しましたが、高齢ドライバーの交

通事故防止を図るため、運転免許証の自主返納の促進やコミュニティバスの
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利便性の向上を図るなど、外出の支援が必要と記載したことも踏まえまして、

やはり主眼を利便性の向上に置くべきと考え、見出しも「コミュニティバス

の利便性向上」と明確化させていただきました。 

 次に、№29、計画は 75ページをお願いいたします。施策目標、港湾地域等

の整備促進の外した成果指標の代替案はないかというご提案を頂きました

が、コンテナの取り扱い量なども検討させていただきましたが、やはり、市

として直接取り扱い量を指標とするのも厳しいものがあり、また、企業立地

のセールスの回数も考えましたが、実際に回数が少なく今後大きく増やせる

ものではないことから、申し訳ありませんが代替案を記載することはできま

せんでした。 

 次に、№30、計画は 78ページをお願いします。施策目標、持続的な行財政

運営の中で、基本構想で記載したように財政分析の記述が欲しいというご意

見を頂きましたので、基本構想との整合性を図りながら、冒頭の１）の部分

に追記させていただきました。 

 次に№31、計画は 84ページをお願いいたします。施策目標、男女共同参画

の推進の現状課題のところに、もう少し弥富市の現状をということで２）、３）

の部分を追記させていただきました。 

 次に、№32、85 ページ。同じく男女共同参画の推進の成果指標でございま

すが、成果指標に庁内の女性の活躍具合、管理者の数に変えてはとのご提案

を頂きましたので、成果指標として市の女性管理職員数を追加させていただ

きました。 

 次に、№33、88 ページの施策目標、多様な主体との交流連携の推進の記載

でございますが、まず№２のご意見と同様の理由で、２）の記載で、海部南

部水道企業団、海部地区環境事務組合につきましても、組織団体の用語解説

をつけさせていただきました。また、現状課題の６）で、市主体の取り組み

で別途展開できないかというご意見を頂きましたが、現状でも市主体の取り

組みはなく、今後も市主体では難しいと判断いたしましたので現行どおりと

させていただきました。 

 次に、№34、89 ページの、同じく多様な主体と交流、連携の推進の成果指

標でございますが、友好親善都市の連携件数が 10年間で１件というのはどう

なのかというご意見を頂きましたので、５年後、10 年後に１件ずつ増やしま

して、最終的には２件とさせていただきました。 

 次に、№35、№36のご意見につきまして、計画書は 92ページをお願いいた

します。施策目標、情報の共有の現状課題の中に、情報公開制度の運用状況

について記載すべきとのご意見を頂きました。また成果指標に情報公開率の

ようなものがあってもいいのではないかというご意見を頂きました。これに

つきましては、現状課題ではございませんが、成果指標に「情報公開率」を

追加させていただきました。また情報セキュリティの研修受講者数につきま

しては、現状「eラーニング」で実績がございましたので、前回の案では現状

が 0、2023 年度が 50、2028 年度が 100 との記載を、現状 8、2023 年度 100、

2028 年度 200 と修正をさせていただきました。総務部関係は以上でございま

す。 

 

釜田会長 ありがとうございました。では民生部長さん。 

 

民生部長  民生部長の村瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それで

は、№６のご意見でございます。10 ページの現状と課題で、１）の海部地区

環境事務組合というのはどこなのかということで、解説が欲しいというご意

見を頂きました。10 ページの施策目標４、環境衛生の充実、最下段に＊１と

しまして、海部地区環境事務組合の解説を入れさせていただきました。 
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 次に№７のご意見でございます。13 ページをお願いいたします。成果指標

が主要施策（３）にしかないが、施策に成果指標になるものがあるのではな

いかというご意見を頂きまして、12 ページでございます。施策目標５、環境

対策の推進、現状課題として、５）、６）、７）の 10行の記述を補足追加をい

たしました。 

 次に 13 ページの主要施策と概要といたしまして、（５）地盤沈下の観測・

地下水位の調査、（６）犬の登録・狂犬病予防注射の推進、（７）環境に関す

る取組のための指針の策定を加えました。次に成果指標に（６）狂犬病予防

注射の接種率を加えさせていただきました。 

 続きまして№８のご意見、16 ページをお願いいたします。現状と課題を、

もう少し弥富市の状況を補足されたいというご意見に対しまして、16ページ、

施策目標のうち、子育て支援の充実、現状課題として２）の３行目に「妊娠

期から子育て期（特に３歳までの乳幼児期）における悩みや不安に対し、切

れ目のないサービスや支援を一貫性のあるものとして提供できるよう、妊産

婦および乳幼児等の実情を継続的に把握し、効果的なマネジメントをワンス

トップで行う相談・調整機関を設置する必要があります。」の４行を加え、 

５）の４行目に「運動機能や視聴覚等の障害、精神発達の遅滞等を早期に発

見し、個人の状況により必要に応じて健診事後教室への参加を促すなど、療

育への早期対応と援助が必要です。」の２行を加え、６）の３行目に「庁内や

関係機関にある情報交換と幼児虐待防止対策への共通理解と連携強化が大切

です。」と加えさせていただきました。 

 次に 17 ページ、主要施策と概要、（２）地域における子育て支援の充実、

項目の４点目として「母子保健施策および子育て支援施策の両面で妊娠期か

ら子育て期までに必要なサービスや支援を提供するため、相談業務や関係機

関との連携調整を行う子育て世代包括支援センターの設置・運営をします。」

を加えさせていただきまして、右欄の主要事業に、子育て世代包括支援セン

ター事業を加えました。 

 次に主要施策と概要（３）保育サービスの提供の４行目に「外国人の子ど

もが小学校での生活に早期になじめることを目指し、日本語指導や学校適応

指導を行うプレスクールなど、多様なニーズに対する子育て支援の充実を図

ります。」を加え、右覧の主要事業にプレスクール事業を加えました。 

 次に№９のご意見でございます。18ページの主要施策、（４）から（６）に

ついても成果指標が付けられるのではないかというご意見に、18 ページの成

果指標、（３）病児・病後児保育の件数、（３）プレスクール児童数、（５）母

子通園施設（のびのび園）教室利用者数、（６）養育支援訪問事業利用者数の

４項目を加えさせていただきました。 

 続きまして、№10のご意見でございます。20ページをお願いいたします。

市民との協働による取り組みの最後の行、「充実、強化」が抜けていたのでは

ないかというご意見を頂きました。ご指摘を受け再度の見直しを行いまして、

20 ページの施策目標に、高齢者支援の充実、現状課題につきまして、文章の

順序を５）を６）に、４）を５）に改め、６）の文章を４）として修正させ

ていただきました。 

 次に 21ページ、２つ目の白丸、市民等との協働による取り組みにおいて「充

実、強化」が欠けているというご指摘につきまして、２点目の後段になりま

すけれども、文言の修正をさせていただきました。 

 次に主要施策の概要（１）介護予防・生活支援の総合的な推進の項目では、

右側の主要事業に成年後見センター設置事業を加えました。関連して 22ペー

ジ、成果指標に（１）成年後見センター設置を加えさせていただきました。 

 続きまして、№11のご意見でございます。24ページをお願いしたします。

現状と課題の７）「緊急医療対策を広域的に行うとはどういうことか。広域的
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に財政的支援はできないと思われるが、削除されないのか。」というご意見で

ございます。24ページ、施策目標３、健康づくり・医療体制の充実において、

ご指摘のように広域的に財政的支援を意図するものではないため、７）を「土

日、祝日及び夜間等休診時の緊急医療対策を広域的に行うなど、地域医療体

制の継続的な取り組みが必要です。」と修正いたしました。 

 続きまして、№12のご意見でございます。24ページから 26ページ、「主要

施策（６）として、個々の内容が加わり、医療費の抑制に取り組むと記述さ

れているが、該当する生活指標としては増加になっている。何もしなければ

もっと上がっていくことは理解するが、注釈としてでも何か説明できない

か。」というご意見を頂きまして、26 ページ、「注３」としまして「高価な新

薬や医療技術の進歩により、今後も医療費の増加が予想されますが、医療費

が過多に増大しないようにジェネリック医薬品の使用促進や、重複、頻回受

診費用、糖尿性腎症の重症化予防対策を推進し、医療費の抑制を図ります。」

の解説を加えさせていただきました。 

 続きまして、13 番目です。25 ページ、「主要施策（５）関連病院は第三次

救急病院ではないか。」というご意見でございました。申し訳ございません。

ご指摘のように誤りでございました。 

 25 ページの主要施策と概要（５）地域医療体制の充実、２点目の２行目に

「及び第三次救急医療機関」を加え、３行目の文章を「安心・安全な地域づ

くりを推進します。」と修正させていただきました。また右の欄の（５）、主

要事業に、在宅当番医制運営事業、病院施設整備補助事業、病院運営費補助

事業を加えさせていただきました。 

 次に、最下段に＊３としまして、三次救急医療機関の解説を加えるととも

に、＊２二次救急医療機関の解説も修正いたしました。 

 続きまして№14です。26ページ、成果指標の胃がん検診受診率、肺がん検

診受診率は県平均値と比べると 10年後の目標値はかなり低いと思われるとの

ご意見でございます。この 26 ページの成果指標、（２）胃がん検診受診率及

び肺がん検診受診率について、2028 年度の目標値が愛知県平均値を超えるよ

うに修正をいたしました。 

 続きまして、審議会のご意見ではございませんが、28 ページをお願いいた

します。28 ページ施策目標４、障がい者支援の充実において現状課題としま

して、（５）として３行分の記述を補足追加いたしました。 

 次に、№15 のご意見でございます。32 ページをお願いいたします。「現状

課題についてもう少し弥富市の状況を補足されたい。」また、５）については、

「具体的にどう庁内あるいは関係機関と連携をとるのかということも記述さ

れたい。」というご意見です。32ページの施策目標５、地域福祉の充実現状と

課題として、５）と６）の 14行にわたり市の状況の記述を補足追加しました。

特に関係機関との連携の記述に関しましては、６）の６行目、後半部でござ

います。「支援を必要とする人に対して早期かつ適切な支援が可能となるよ

う、庁内の情報の共有化と地域の身近な相談相手である民生、児童委員、ま

た自立支援相談、インターネット相談所などの関係機関との困窮者情報の共

有化に取り組むことが必要です。」と修正しました。 

 次に 33 ページ、主要施策と概要「（１）福祉サービスを利用しやすい環境

づくり」の主要事業に「包括的支援事業」を加え「（２）福祉サービスの担い

手の充実」の主要事業に「障害者ボランティア団体育成事業」を加えました。 

 次に 86ページをお願いいたします。審議会の意見ではございませんが、86

ページ、施策目標４、人権啓発等の推進において現状課題として３）と５）

の６行分の記述を補足、追加しました。民生部は以上でございます。 

 

教育部長  教育部長の立松です。よろしくお願いいたします。まず、ご意見№16 から



13 

始めさせていただきます。37ページをご覧ください。「主要施策と概要の（４）

防災教育の推進と通学時の安全対策の推進と（５）開かれた信頼される学校

づくりについて、38ページの成果指標がつけられるのではないか。」というご

意見を頂きました。成果指標に（４）自転車保険の加入率と（５）学習指導

ボランティアを追加させていただきました。 

 ご意見№17、46ページでございます。現状課題について、「もう少し弥富市

の状況を補足したほうがいいのでは」というご意見を頂きました。新たに２）

として「若者に望ましい勤労観と職業観を身に付けさせ、明確な目標意識を

持って職に就くとともに、仕事を通じて社会に貢献する態度と行動力を身に

付けさせる必要があります。」を追加させていただき、今までの２）と３）を、

３）と４）に変更させていただきました。それに伴いまして、47 ページの主

要施策と概要にも新たに（２）として「キャリア教育の推進・充実」を追加

し、今までの主要施策と概要の（２）と（３）を、（３）と（４）に変更させ

ていただきました。成果指標も、（２）職場体験受け入れ事業所数を追加させ

ていただきました。 

 ご意見№18でございます。この 47ページの主要施策と概要、資料では（３）

に変更しています。「青少年の体験・交流活動等の促進について、成果指標が

つけられるのではないか。」というご意見を頂き、（３）交流社会活動を実施

する青少年を含む団体数を追加させていただきました。教育部関係は以上で

ございます。 

 

開発部長  開発部長の安井でございます。よろしくお願いいたします。それでは№19

番から順にご説明させていただきます。 

 №19、54 ページをご覧ください。商工業の振興ということで、以前の文中

では、７）に「昨今の技術革新の流れに応じたＩｏＴ等の技術を活用した産

業の効率化の必要があります。」という文章を入れさせていただいておりまし

た。今回、その時にご指摘いただきましたのは、「それに対応する主要施策と

概要が合っていないのではないか。」ということでございますが、この文章を

よく読ませていただき、これは市が主体となって取り組む課題ではないとい

う判断をいたしまして、逆にこの７）を削除させていただき、現在の 54ペー

ジまでは、６）までの文章にて、計画書をそのようにさせていただいており

ます。 

 続きまして、№20です。56ページをご覧ください。観光の振興でございま

すが、ご指摘いただきましたのが、「現状の課題はもう少し弥富市の状況を補

足されたい。」というご指摘でございます。そのため、今回は、２）の文章を

追加させていただいております。 

 また、観光振興というのは市民の力が最大限発揮されるべきで、市民協働

の取り組みの内容を補足してほしいというご指摘も頂きました。それに対応

しまして４）の文中に「ボランティア団体と連携して…」という文言を追加

させていただきました。 

 続きまして№21ですが、観光振興と同じく 57ページをご覧ください。ここ

では観光振興に関する満足度について、現在低い状況で、今後の新しいプロ

ジェクトも見受けられないようだが、何か検討の余地があるかというご指摘

を頂いております。今回の第２次総合計画では盛り込んでおりませんが、今

年「やとみスイートハートプロジェクト」という観光事業を実施しておりま

す。この事業が盛り上がれば、次年度以降も継続し観光の振興に関する満足

度も上げていけるものと考えておりまして、総合計画には今回盛り込みをさ

せていただいておりません。 

 続きまして№22の項目に移らせていただきます。同じ 57ページですが、海

部地域観光ネットワーク協議会について解説が欲しいというご指摘でござい
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ます。そのため、欄外でございますが、＊１ということで、欄外に注釈を追

加させていただいております。 

 資料３の裏面、№25 をご覧ください。25 番の項目です。計画書 66 ページ

もご覧ください。「治水対策の充実」という項目です。ここでご指摘いただき

ましたのは、「現状と課題はもう少し弥富市の状況を補足されたい。」という

ことで、２）、３）、４）の３つの文章を追加し、補足とさせていただいてお

ります。 

 続きまして№26 です。68 ページをご覧ください。「市街地の整備」という

項目でご指摘いただきましたのは、現状と課題の３）を「市民等との協働の

取り組みの内容として展開できないか。」ということです。設計につきまして

は特殊な事業でございますので、市はＪＲと名鉄（鉄道事業者）に委託して

おります。そのため、残念ながら、市民等との協働という形では盛り込めま

せんので、ご理解をお願いいたします。 

 続きまして№27 です。72 ページをご覧ください。「住環境の整備」という

所でご指摘いただきましたのは、「現状と課題にもう少し弥富市の状況を補足

されたい。」というご指摘をいただきましたので、３）の文章を追加し、補足

させていただきました。 

 続きまして№28 です。73 ページをご覧ください。「成果指標（３）空家数

は、空き家バンクの活用状況など何か他に適当なものがあるのではないか。」

というご指摘を頂いております。現在、空き家等対策計画の策定を協議して

おりまして、今後、計画を策定する予定でございます。そのため、現在、空

き家バンクについては、未だ活用しておりません。空き家バンクの活用状況

を成果指標にお示しするという事ができませんでしたので、空き家バンクの

活用状況という事は、成果指標という形でお示しすることは出来ませんでし

たのでご理解をお願いいたします。開発部のご指摘いただいた事項は以上で

ございます。 

 

事務局（横井） 先ほど開発部長が申しました基本計画の修正点で、基本構想にも影響して

くる部分がございますので、一度説明させていただきたいと思います。 

 資料４の 29ページをご覧ください。先ほどの意見一覧の№19のＩｏＴの話

ですが、そこを基本計画では７）を削除するという事でしたので、29 ページ

の一番上、３.まちの活力や魅力の創造・強化への対応の１点目です。今後の

技術革新云々という、この２行を削除させていただきたいと思います。併せ

て最下段の注釈も削除させていただきます。 

 続きまして、その関連で 37ページをご覧ください。先ほどは文言としての

課題認識でしたけれども、その課題認識を表でまとめております。第３章、

まちづくりの基本目標の真ん中あたり、黄色で抹消してありますところ、こ

こもＩｏＴの関連です。ここも削除させていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。欄外の＊２も削除をお願いします。 

 

釜田会長  前回の審議会で出された一つ一つの委員の皆さまからのご意見に、非常に

丁寧に答えを頂きまして、加筆修正も施されてきたかと思います。今の事務

局からの説明ありました基本計画（案）の修正内容等について、委員の皆さ

ま方、ご意見ございますでしょうか。 

 

鈴木委員  93ページで情報公開率のお話があったと思うのですけど、その成果指標「注

１」の所、非公開件数とあるのですが、これは、どういうものか教えていた

だきたい。 

 

総務部長  この表では名古屋市を参考にさせていただいたのですが、通常その情報自
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体を、１つの情報の中には、一部分が非公開というものもあるとかと思いま

すが、そういう情報は、一部公開で公開件数に入りますが、全くもって公開

出来るものではない情報は非公開件数となりますが、ほとんどこれはござい

ませんけれども、もしあった場合は非公開件数に入るということです。 

 

鈴木委員  条例上、非公開にすべきものなんですよね。おそらく。 

 

総務部長 はいそうです。 

 

鈴木委員  そうすると、そういうものはあってもいいのではないですか。要するに、

目標が 100％になっているので、非公開にするべきものなのですね。では、あ

ってもいいような気がしたのですが。 

 

総務部長  確かにそういう要求、請求をされた場合、中には非公開のものもあります。

100％という事は難しいかもしれませんが、目標として挙げるのであれば、現

在は 97.2％で、公開率を上げるという意味で 100％を目指したわけです。例

えば 99％とか 98％という設定も難しいので、原則は公開しようという大きな

意味で 100％とさせていただきました。 

 そういった事で、請求によって必ず非公開も出てきますので、逆に言えば、

情報公開率として挙げるのがどうかという事もあるかと思います。 

 

釜田会長  条例上、非公開分について、分母から引くようなデータがあるのですね。

100％にはならないとおっしゃるように、非公開とする情報もわずかだという

こと。そもそも、それを分母から外すという事を、いい形で定義したい。内

容的な問題ではないかとは思うのですが、その辺を少しうまく、文言上の修

正が出来そうであればご検討いただくという事でよろしいでしょうか。 

 

総務部長  表現上の所でございますので、一度検討させていただきます。よろしくお

願いします。 

 

釜田会長  その他、ございますでしょうか。 

 

入江委員  入江です。前回のこの意見について大変真摯にお答えいただいたというよ

うに感じておりまして、御礼を申し上げたいと思います。こまごまと意見を

申し上げましたが、それらについて大変詳細なご説明でしたし、こういった

推敲がなされたという事は、部長さま方の指揮の下に部の皆さま方がこうい

った見直しの作業をされたという事で、そういった指導力も発揮された成果

かなというふうに思っております。 

 やはり、職員の方々が実際に使いやすい自分たちの計画としていただくた

めには、こういった推敲、それから計画が出来て、これからも進行管理が必

要かと思いますけれども、そういった中でも見直しをかけていくということ

につながっていくのではないかと思っております。あらためて感謝申し上げ

ます。ありがとうございました。 

 

釜田会長  その他の委員の方々、いかがでしょうか。ご意見等ございますでしょうか。

はい、佐藤委員。 

 

佐藤委員  先ほど入江委員の話と同様ですけども、本当にご苦労されていると思いま

す。やはり第１次と比べて、第２次が職員の方が直接書かれたという点では

大きな飛躍があったと思います。 
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 市民の側の参加なのですけども、私ではなく市民の感想ということでお伝

えしますけども、市民がどれだけ参加出来たかということに関して言うと、

１割は行かない、５％くらいかなと。これは市側が悪いという意味ではなく、

市民の側が分からない、やはり行政のことは分からないという意味で、ワー

クショップもやっていただきましたし、それからパブコメにあたってみんな

と相談もしました。 

 ただ逆に言うと、その意味では５％と言ったのですが、５％はとても大き

な数字で、恐らく今回の計画が 10年経てば、第３次ということになります。

その間に少し荒っぽい例え話をするなら、毎年５％ずつ、市民の人も参加す

る。ここで言う参加というのは、行政に文句をつけるという意味ではなくて、

実際に自分たちの活動を行政側に伝えて、自分たちに何が出来るか、そうい

う事を５％ずつ増やしていくみたいなことができて、10 年経った時には本当

に市民の側も担っていけるようにしていかないと。 

 実際に市民の方と話していると、最初に出てくるのは「財源はあるのか」

という話で、人口が減っていく中で財源がなければ、意見を言ったって仕様

がないと、逆に民間で会社を経営されたり、民間でお勤めの方がシビアにお

っしゃっています。そういうところを進めていければと思うのです。先ほど

の入江先生の、進捗というのがどういった形でいくのかということを、また

今後検討していただきたいです。 

 市民の側が実際できることとしては、地道に勉強会をやっていきたいとい

うふうに皆が言っていると思います。地道な勉強会というのは実際、基本構

想のレベルだとなかなか意見も出ませんが、基本計画となると、自分が実際

に、例えば介護をやっているとか、児童福祉をやっているという場で、実際

に、市民としてどうしていこう、という意見が出てきます。 

 市ホームページでも現状の実施計画というのは確かに公表されていて、私

も見させていただいたのですが、今後、実施計画が出てくればそういったも

のも見ながら６つの項目がありますので、一つ一つの項目ごとに勉強会をし

ていければ。今回もこれだけの意見が出ております。こう言っては何ですけ

ど、人口４万人で一学年が多分 500 人というレベルの中で、関心を持ってい

る人も極わずかですが居ますので、そこが、もう少しつながってくるような

工夫が要るのかと思います。 

 それには、今回のパブコメの中にも何回も出てくるのですけども、地域活

動の活動拠点、これが時期としては新庁舎完成後ということに当然なろうか

と思うんですけども、箱を作ってから「さあ、来てください」では、なかな

かうまくいかなくて、実際に活動している人たちがどんな作業スペースが欲

しいのか、どんな機材が欲しいのかというのが出てきた時にはじめて必要に

して最小限の整備も有効にできると思います。 

 ある種、パイロット事業として地域の活動拠点というものを模索していく

形で、市民がこれからのまちづくりというか、行政でやったこと、自分たち

が担うべきことを、自分たちの過去・現在・未来の、本当に未来の弥富市民

のために必要なことを、金がいくらでもあるわけじゃないものですから、本

当に必要なことを精査して自分たちでやっていくというようなことを考える

ような場というのを、パイロット的に出来るといいのかなという気がします。 

 今回、実は、「年輪の集い」ということで生涯学習課です。私、実行委員を

やらせていただいていまして、本当に今の若い職員にとって、能力もあれば

熱意もあって一生懸命やっていただいています。 

 ただ、逆に思ったのは、自分たちが実行委員会主催なので、自分たちでや

ることも、市の職員の方がやってくれているんですね。これは恐らくいろん

な行事が、コミュニティの行事もそうですし、市全体の行事というのは一応

市の実行委員会主催ですが、多分 10年前、20年前にやってきた人と比べると、
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みんな高齢化して、だんだんそういう事務ができなくなってくる。一方では、

本当に弥富市の職員の方が一生懸命、現場でやっていただいていて、逆に現

場にいるから出来ちゃうというか、一生懸命手伝ってくれているのですが、

これって、もっと大きな都市に行くと現場に市の職員は居ないから、当然全

部、市民がほとんどやっていて、市の職員というのは連絡調整だけなのです

よね。だからそれが、基本的に弥富市役所のいい所ではあるのですけども、

10年、20年、30年先を考えた時に、ある程度市民に自立していってもらう、

あるいは本当に必要なことを精査してもらうという意味でも、こういう機会

に、10年、20年、30年先の厳しい状況を考えた時に、やはり市民の人たちが、

未来の市民に受け継ぐべきことを精査してやっていくということを考えてい

ます。 

 その時に恐らく、色んな活動は縦割りなので、文化もスポーツも福祉もみ

んな頑張っていると思うのですけど、全体の牌は小さいと思うのです。30 万

人都市などと比べると、ずっと小さい。なので、この地域活動拠点というの

は、今回の総合計画を地につかせるという事がとても重要だと思って、色ん

な分野の活動の人が協力し合うという場、あるいは、自治体色んな分野のこ

とをみんな兼ねてやっていますので、そういった活動拠点というのを、ぜひ

新庁舎ができた暁にはぜひ作っていただきたいです。 

 出来れば、そこを待っていると恐らくいいものはできないので、できる前

から、月に１回ぐらいのワークショップをしようということで募集していた

だければ、活動は多分、市側で基本的にできると思うんです。例えば、活動

記録とかそういったことも含めて運営できると思いますので、ぜひ、この地

域活動拠点、パブコメの中にもあちこち出てきましたけども、やっていただ

いて、それが先ほどの入江先生の話にもつながっていくとありがたいと思い

ます。ありがとうございます。 

 

釜田会長  進行管理につきましては、この後の「その他」の所で、また少し話してい

ただけたらと思っております。本当に思ったよりといいますか、多くのパブ

リックコメントが寄せられていて、弥富にはかなり熱心な市民の方が多いと

いう印象を受けました。 

 そうした中でも、今回の計画に関して非常に高い評価をしていただいてい

るコメントも結構見受けられまして、やはり職員の方々が今回力を尽くされ

たというのは、書かれたことの中で伝わってきて、それが市民にも通じてい

るのではないかという印象を持っています。 

 では、他にご意見はありませんでしょうか。もし、無いようでしたら、こ

の前期基本計画案を当審議会として決定してよろしいでしょうか。 

 

（委員一同）  意義なし。 

 

釜田会長  ありがとうございます。それでは、意義なし。ということですので、前期

基本計画（案）を当審議会として決定いたします。 

 

 

 

釜田会長 

４ 協議事項 

（２）答申（案）について 

 続きまして、次第の４、協議事項（２）答申案について、に移ります。今

の協議をもちまして、当審議会としての基本構想（案）と基本計画（案）の

意見が出そろいました。資料６、答申（案）でございますが、これに記載し

ておりますとおり、次回 10 月 16 日開催の第８回弥富市総合計画審議会で、

当審議会として市長に対して答申するということでよろしいでしょうか。 
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（委員一同）  意義なし。 

 

釜田会長  ありがとうございます。意義なし。ということですので、10月 16日開催の

第８回弥富市総合計画審議会にて、市長に答申させていただきます。 

 最後に、その他について何かご意見、委員の方々から、先ほどの進行管理

だとか、ございませんでしょうか。入江委員、お願いします。 

 

入江委員  先ほど少しお話し申し上げた事ですけれども、進行管理、進捗管理につい

てもう少し私の考えをお話しさせていただきたいと思います。 

 今回このように総合計画の大枠が決まるということになりましたけれど

も、計画というのは作って終わりではなくて、やはり、これからこの計画を

どのように活かしていくかという事が大変重要な過程になってくると思いま

す。それを考えますと、総合計画の計画期間が 10 年間ございますので、10

年経った先の事は誰も予想がつかないという中での策定でしたけれども、そ

れをなるべく現実と乖離させないように、市民の皆さま方のニーズに沿った

ものにしていくためには、こまめな見直し、修正というものが必須になって

くるのではないかと思います。 

 その事を考えますと、やはり、目的・目標に照らして現在どこまで進んで

いるかという事、進捗管理を定期的にかつ細かい期間でしていく事によって、

それをまた計画に反映し、修正し、微修正をしながら目的にたどりついてい

くという形が望ましいのではないかと思っております。 

 その進捗管理の過程で重要な事を２点申し上げたいと思うのですけれど

も、やはり今回の計画は職員の方々が実際に書いていただいたという点、大

変高く評価できると思います。これを最後まで職員の方々の手で修正を施し、

実際に市民生活に沿ったものにしていただきたい。職員の方に常にこの計画

を念頭に置いた上で、日々の事務事業と紐付けてお仕事につなげていただき

たいと思っております。 

 それから、もう１点、先ほど佐藤委員からもご意見ありましたけれども、

やはり、市民の力を最大限に利用するという事が、これからの市政では重要

かと思います。市民が対決する相手ではありませんので、市民の中には、市

政に対して関心を持ち、熱意を持って市政を見て応援してくださる方がいっ

ぱいいらっしゃるわけですから、そういう方々の力を使って、そういう方々

に推進していただく。計画を実際に外部からチェックしていただいて、推進

の力に変えていくという事も重要ではないかと思っております。 

 その２点を取り込んだ形で進捗管理という事を、これから考えていかれた

らどうかと思うのですけれども、その進捗管理について、この審議会の場で

ある程度の方向性については、できれば皆さま方にご議論いただきたいとい

うふうに思っております。ただ、この審議会の場で本当に細かな、その進捗

管理の中身まで踏み込んで議論するという日程的な余裕も無いかと思われま

すので、例えば、別の委員会、進捗管理に関しての委員会を立ち上げられて

もいいのかなというふうに思っておりますけれども、その点についても皆さ

ま方のご意見を頂戴できればと思います。 

 もう少しお時間頂戴できるのであれば、その内容についてもう少し大枠を

お話し差し上げたいと思うのですけれども、現時点でも弥富市さんの方で事

務事業の評価をなさっていらっしゃるという事ですけれども、この事務事業

の評価と、実施計画、それから基本計画の見直しという事を関連付けていか

れるというのがいいと思います。 

 評価というのは大変有効な方法ではありますけれども、あまりにも評価を

たくさん重ねますと職員の中に疲労感がたまってきますし、評価に対するア

レルギー反応も出てきますので、あまりたくさんし過ぎるのは良くないとい
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うふうに個人的に思います。ポイント、ポイントで必要最低限として評価・

見直しをするという事が良いのではないかと思いますので、現行の事務事業

評価を活かしていただいて、それを例えば、事務事業評価も毎年やっていら

っしゃると思いますけれども、きちんと基本計画、実施計画とまずはつなが

っているという事を日常的に職員の方が意識されるような形でもって、事務

事業評価を実施される。それを、毎年度されるものを例えば２年に１回は施

策単位でまとめていただいて、施策評価ということで管理職レベルの方にこ

れを見ていただく。そうする事によって、それが実施計画とか基本計画の次

の見直しということにつながってくるようなサイクルにしていただければい

いのではないかというふうに思います。 

 その時に、施策単位で見る時に、先ほど申し上げた市民の方の力を最大限

に使って、市民の方の目線で外からのチェックというものは、例えば２年に

１回その施策単位でしていただく。前回、私、審議会で申し上げたのですけ

ども、市民の方の参加とともにぜひお願いしたいのが、若手の職員の方の研

究会です。若手の職員の方々は意欲もあるし熱意を持っていらっしゃるとい

うことですので、風通しの良い組織をつくるためにも、ぜひ、これは実現を

お願いしたい事ですけれども、部をまたいで横断的に、そういった普段の職

場を離れて、しがらみ離れて、自由な発想でもって言及回答していただいて、

施策提言の場を、例えば市長ですとか幹部の方、市民の方に向けて作ってい

ただく。 

 そうすると、出てきたいいものについては、それをまた実施計画と基本計

画の見直しというとこに取り込んでいくという事になれば、若手の方のモチ

ベーションの増進にもつながるかなと思います。 

 こういう若手だけではなく、自称若手でも、もちろんいいと思うのですけ

れども、そういう意識のある、勉強したいというふうな職員の方の、その意

見をうまく吸い上げていただきたい。 

 そういう事で、市民の方の外部のチェック、内部評価だけじゃなくて市民

の方の外部のチェックと、それから若手の職員の方の自由な発想の下の研究

会、そういうものの評価をすべて総合して、関係部署の上位になるかと思い

ますけれども、この総合計画、基本計画全体の進捗管理をするような委員会

をまた別途置かれて、それは多分、今この審議会が置かれている条例の中で

置けると思いますので、そういった形での進捗管理を市民に向けて発信する

という形でもってオープンに進めていただければいいのではないかと思って

おります。もちろん、これは個人の考えですので、この場での皆さま方のご

意見を頂戴して、ご議論いただければと思います。以上です。 

 

釜田会長  ありがとうございました。今の入江先生のご意見、進捗管理に関するご提

案だったわけですけれども、その枠組み、あと外部評価、若手職員の研究会

というようなお話が出てまいりました。他の委員の方々で今の入江先生のお

話、進捗管理の問題に関してご意見をお持ちの方はいらっしゃいませんでし

ょうか。 

 では、市側の方で今の入江先生のご意見に関して、現状何かお答えできる

事があればお願いします。 

 

服部市長  貴重なご意見、たくさんありがとうございました。まさに、進捗管理が大

事だと思っております。一応、こういった形で来月答申いただいて、最終的

には市民の皆さんにも発表していく、という大きな責任があるのですね。そ

うした形の中で、こういう形の冊子になればもういいんだ、ということでは

何のための総合計画かという事が問われてしまいますので、これはやはり常

に私たちがそういう場をつくって、若い人のモチベーションを保ち続けなく
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てはならない。それが本当の市の力になっていくんだろう、当てにされる職

員になっていくんだろうというふうに思っていますので、ぜひ、その辺のと

ころにつきましては、幹部会でも具体的なテーマにして、これから取り組ん

でいきたいというふうに思っております。 

 

釜田会長  ありがとうございます。2019 年度からという事ですが、もう来年度から、

この計画を実行に移さなければいけないという事ですから、そうなりますと、

評価ということを同時に進めていかなければいけなくなると思います。 

 そうなりますと、着実な進捗管理というものを来年度からでも実施してい

くためにも、入江先生のお話にあったように、やはり、別途委員会等を設け

るなどしてその枠組み、特に外部評価など、市民の方々に協働していただく

事に関しては、まだ弥富市の今までの経験としてはあまり行われていない事

だと思います。しっかりしたシステムをつくるためにも、やはりそこを、こ

の審議会とは別に検討する、委員会いわゆるグループ等が必要かなとは思い

ます。ありがとうございました。 

 それでは最後に「その他」について、事務局からよろしくお願いします。 

 

 

事務局（横井） 

５ その他 

事務局から１点お知らせがございます。資料７をご覧ください。この平成

31 年度からの第２次弥富市総合計画（案）の市民説明会を開催する事といた

します。日時につきましては、こちらにありますように平成 30 年 12 月２日

の日曜日、午後１時 30分から２時間程度ですけれども、隣の十四山スポーツ

センター第２アリーナで開催させていただきます。 

 内容につきましては、計画策定を振り返ってという事で、審議会の会長で

ある釜田先生からお話を賜り、その後、第２次弥富市総合計画（案）の説明

ということで、市側から説明させていただきます。続いて基調講演という事

で、入江先生からテーマを「総合計画の過去・現在・未来、市民協働と職員

実践のキャンバスとして」というサブタイトルの下、ご講演いただきたいと

思います。こういった事を開催させて頂きますので、委員の皆さまも、お時

間がつけばご参加いただければと思います。以上です。 

 

釜田会長 

 

 ありがとうございました。委員の皆さま、他に何かございますか。無いよ

うでしたら、これで議事を終了したいと思います。慎重審議をしていただき

まして、ありがとうございました。それでは進行を事務局に戻したいと思い

ます。よろしくお願いします。 

 

 

事務局（秘書

企画課長） 

 

 

６ 閉会 

釜田会長をはじめ、各委員の皆さま、大変ありがとうございました。第８

回総合計画審議会でございますが、10 月 16 日、金曜日、午前 10 時より十四

山支所３階の協議会室で開催させていただきますので、お願いいたします。 

 内容としましては、審議会から市長への答申という形になりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 本日は、公私ご多忙の中、当審議会にご参集いただき、また貴重なご議論、

ご意見を賜り、大変ありがとうございました。以上をもちまして、第７回弥

富市総合計画審議会を閉会させていただきます。どうもありがとうございま

した。 

 

 


